
 

施行規則別表第五号の七（記載要領） 

 注1 法人番号については、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号を記載す

ること。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

  2 届出者の商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載すること。 

  3 「 年度(第 期)」又は「第 期( 年 月 日から 年 月 日まで)」のように

記載すること。 


